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要点 

 本改訂は、以下のような国際財務報告基準（IFRS）の初度適用企業に対

する救済措置を提供している： 
- IFRS の初度適用企業が IAS 第 39 号「金融商品-認識および測定」に

おける認識の中止の要求を遡及的に適用する必要がないように、金融

資産と金融負債の認識の中止について将来に向かって適用が要求さ

れる日を「2004 年 1 月 1 日」から「IFRS 移行日」に置き換える。 
- 初度適用企業は、「IFRS 移行日」より前に起こった取引の「デイワン

（day 1）」の損益の再計算を行うことから救済される。 
 本改訂は、2011 年 7 月 1 日以降開始する年度より発効し、早期適用が認

められる。 

 

改訂 
2010 年 12 月 20 日に、国際会計基準審議会（IASB）は、IFRS の初度適用企

業に救済措置を提供する、IFRS 第 1 号改訂の「初度適用企業の固定された

日の削除」（「本改訂」）を公表した。 

他の基準書の経過措置は、IFRS 第 1 号「国際財務報告基準の初度適用」の

特定の要求を前提とするため、通常は IFRS の初度適用企業には適用されな

い。しかし、2 つの論点（金融資産と金融負債の認識の中止および「デイワン

（day1）」の損益）に関して、IFRS 第 1 号の経過措置は、IAS 第 39 号の経過措

置に対応するために、2004 年 1 月 1 日の固定された日以後に発生した取引に

ついて将来に向かって適用することを要求するように起草された。この特定日

は、IAS 第 39 号の開発の時期に関連していたが、時間の経過とともに、その

関連性が薄れ始めた。 
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本改訂の内容は以下のとおりである： 

 IFRS 第 1 号 B2 項は、「2004 年 1 月 1 日」を「IFRS 移行日」へ置き換えるように改訂された。 

 「2002 年 10 月 25 日」または「2004 年 1 月 1 日」という固定された日ではなく、IFRS 第 1 号 D20 項は、「IFRS
移行日以後」の取引について、将来に向かっての適用を認めるように改訂された。 

本改訂では、IASB は、2004 年 1 月 1 日の固定された日は、IFRS を適用している、または今後適用する予定

の法域における初度適用企業の財務諸表にはもはや関係しないこと、および数年前に生じた取引を再現するコ

ストが再現することにより達成する便益を超過する可能性が高いことを認識した。 

 

 

 

 
発効日 
本改訂は 2011 年 7 月 1 日以降開始する年度より発効し、早期適用が認められる。 

 

 

 

 

 

見解 
初度適用企業の移行日より前の取引の結果として、認識の中止がなされた金融資産と金融負債に対して IAS
第 39 号を適用するために必要な情報が、これらの取引の当初の会計処理時点で得られた場合、IFRS の初度

適用企業は、これまで通り、IAS 第 39 号における認識の中止の要求をより早い日から遡及的に適用すること

ができる。 
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